
議案第１７号 

 

   江別市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 江別市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

江別市長 後 藤 好 人 

 

   江別市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 

 江別市道路占用料条例（昭和３０年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中「     を「       に改める。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項若しく

は第３項の規定による許可を受け、又は同法第３５条の規定による協議が成立して現に

存する占用物件（以下「既存占用物件」という。）に係る占用料の額は、この条例によ

る改正後の別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。ただし、その額が同表の規定を適用して算定した額（以下「改正占用

料額」という。）を超える場合には、当該改正占用料額とする。 

(1) 令和８年度 この条例による改正前の別表の規定を適用して算定した当該既存占用

物件に係る占用料の額に１．２を乗じて得た額 

(2) 令和９年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に１．２を乗じて得

た額 
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